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※個人電話番号は削除しています。

PDF 版
令和 3 年 2 月 13 日

町内会だより『まめど』  ２月号

大豆戸町内会 住所：〒222-0011港北区菊名 7-8-8番地 発行責任者 

☎（718）6558 Fax（718）6548 大豆戸町内会 

会  長 𠮷田  亙 

                       副会長 中島登志雄 

〃                福崎 克代 

 〃   田口  司 

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう❕ 

日本赤十字社ＨＰ、米子市人権政策課資料を参考 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染した人や 

その家族、医療機関の関係者や特定の国の人などに対する 

誹謗中傷や、根拠のない差別的な書き込みがインターネット 

等で広がっています。このような誤った情報が広がることは、 

感染が疑われる症状が出ても、相談や情報提供をためらって 

しまうなど、感染拡大防止の妨げになることがあります。 

誤った認識や不確かな情報に惑わされ、人を傷つけるような 

言動をとることはやめましょう。確かな情報に基づいて、人権に配慮した 

適切な行動をお願いいたします。 

情報伝達のため大豆戸町内会ホームページ（ＨＰ）の 

開設準備も進めています。（3月中旬開設予定） 

この感染症の怖さとは、病気が不安を呼び、不安が 

差別を生み、差別がさらなる病気の拡散につながる 

ことです。不安から、誰かを傷つけてしまうのも、 

誰かを偏見や差別から守れるのも私たちです。 

皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。 

法務省人権相談窓口 

〇みんなの人権 110番☎0570-003-110 〇子どもの人権 110 番☎0120-007-110 

〇女性の人権ホットライン☎0570-070-810 （平日ＡＭ8：30～ＰＭ5：00） 

〇外国語人権相談ダイヤル（Ｆoreign-language Ｈuman Ｒights Ｈotline） 

  ☎0570-090-911（ＡＭ9：00～ＰＭ5：00） 

『偏見や差別をなくしましょう！』 

』
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１ 大豆戸町内会役員改選にあたり新役員の募集について（町内会より） 

大豆戸町内会の現役員が令和 3 年３月 31 日をもっての任期満了になり、大豆戸町内

会規約第８条に則り役員改選が行われます。改選する役員はつぎの通りです。 

役員としてまた、役員補佐として町内会の運営にボランティアでご協力いただける方

を広く募集致します。任期は令和 3 年４月１日より令和 5 年３月 31 日までの二年間

です。ご協力いただける方は、組名、氏名、住所、電話番号を明記の上、令和３年 

3月 10日までに大豆戸町内会館へお届け下さい。 

なお、ご要望等がありましたら個別にご相談させていただきます。次期役員候補者に

つきましては、役員選出会議において選出し、町内会だより「まめど」４月号にて 

ご報告させていただき定期総会へ上程いたします。大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙 

（執行部）会長１名・副会長３名・総務１名・会計２名・会計監査 2名・監事 1名 

書記２名・庶務、広報 4名 

（事業部）消防部・交通安全部・防犯部・家庭防災部・防災部・スポーツ推進部 

ＩＴ推進部・青少年指導部・民生部・保健活動推進部・女性部 

総務部 秋山恭平  

２【重要】新しい組長氏名の提出のお願いについて（町内会より） 

大豆戸町内会は、令和３年４月１日より新年度事業を迎えます。それに伴い 

新しい組長さんの名簿を作成しますので７ページの組長変更届（提出１）を切取り 

必要事項をご記入の上、次回の常会（3/13）に提出をお願いします。 

また、組長さんが変更にならない場合も、確認のために提出をお願いします。 

（お名前には必ずフリガナをお願いします） 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司 

３ 春季全国火災予防運動（港北消防署・消防団、部より） 

3月 1日（月）から 7 日（日）まで春の全国火災 

予防運動が行われます。 

全国火災予防運動は、空気が乾燥し火災が発生しやすい 

時季を迎えるに当たり、火災予防の意識を高め一層の 

普及を図ることで、火災の発生を防止し、死傷者の 

発生や財産の損失を防ぐことを目的に毎年実施して 

います。この期間に、住宅用火災警報器の点検を 

実施し、故障・老朽化した機器は交換しましょう。 

重点項目 

① 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

② お年寄りや身体の不自由な人を守るために、となり近所の協力体制をつくる

この間、大豆戸消防団・消防部は、地域の防火・防災広報活動を行います。 

港北区では最近、放火による火災が増えています。火災を起こさない！ 

環境事業推進部・子供会・六十路会・洗心会（各代表１名）

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長  田口 司
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放火されない環境づくりにご協力ください。 

〇問合せ 大豆戸町内会 消防部 部長 二川栄一 

４ 第 36回 書初め大会入選者のおしらせ（青少年指導部・子供会より）

菊名地区青少年指導員協議会主催の書初め大会で 

大豆戸町内会子供会から多くの方が参加されました。 

当町内会では、8名の皆さんが入選されましたので 

ご紹介いたします。 

＜小学生の部＞ 

青指協会長賞：吉田秀成さん(6年) 

金 賞：萩原ひなたさん（6年） 

銅 賞：萩原ほのかさん（4年） 

佳 作：しらいしともひろさん（1年）しらいしめいさん（３年） 

 内田木都さん（５年）鎌倉篤弥さん（５年）三上将醐さん（５年） 

入選されました皆様おめでとうございます。入選作品は、菊名地区センターに展示し

ています。大豆戸町内会では、残念ながら入選しなかった作品について大豆戸町内会

長賞と努力賞を設け大豆戸町内会館（菊名 7-8-8）の２階に展示しています。 

町内会館は 10時～13 時（水曜日・祝日を除く）どなたでも見学ができます。 

展示期間：2 月末頃まで（未定） 

〇問合せ 青少年指導部 部長 小澤純子

子供会    会長 瀧 真砂里

５ 地域のチカラ応援事業の募集について（地域振興課より）

港北区では、新型コロナウイルス感染症防止対策のもと、 

新しい生活スタイルの提案を盛り込んだ地域の課題に 

チャレンジする事業を応援します。 

皆さんのアイデアや思いを活動につなげ、地域のまちづくりや、 

地域住民を元気にする活動を応援する補助金を交付します。 

地域で取り組む公益的な活動であればジャンルは問いません。 

５人以上の仲間でご提案ください。 

① 応募受付期間：令和 3年 2月 15日（月）～３月 15日（月）

※広報よこはま港北区版 2月号でお知らせします。 

募集要項や申請書は区役所窓口や区役所ＨＰ、地区センター 

地域ケアプラザなど区内各施設にて配布します。 

② ヒアリング期間：令和 3年 2 月 1日（月）～3月 12日（金）※平日のみ（要予約）

③ 募集コース

◎チャレンジコース（最大 30 万円） 

活動実績がある団体が新たなテーマにチャレンジする事業が対象です。 

◎地域元気づくりコース（最大 25 万円） 

一定のエリアで町内会と連携した団体の活動が対象です。 

◎スタートアップコース（最大 5 万円） 
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これからスタートする、あるいはスタートして間もない団体が対象です。 

◎パートナーシップコース（後援名義の使用補助金なし） 

区域より小さい一定の地域・エリアで取り込む活動が対象です。 

〇問合せ・申請先：港北区役所 地域振興課地域力推進担当（４階 46番窓口） 

  ☎540-2247 Fax540-2245 

※受付時にヒアリングしますので事前にご連絡の上、申請書をご持参ください。 

６ 楽らく健康づくり体操教室について（保健活動推進部より） 

楽らく健康づくり教室をつぎの日程で開催します。 

どなたでも自由に参加できますので、参加ご希望の方は 

保健活動推進員まで連絡ください。（参加費無料） 

（飲み物・汗拭きタオルは、ご持参下さい。） 

① 日 時：令和 3 年 2月 25日(木)13：00～14：00

② 講 師：羽草洋子先生

③ 場 所：大豆戸地域ケアプラザ（２階）多目的ホール

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり 

７ 新横浜行政サービスコーナーの移転について（港北区戸籍課より）

市営地下鉄新横浜駅では令和 4年度下期に予定されている神奈川東部方面線 

（相鉄・東急直通線）の開業に合わせ、新しい改札口を整備します。 

新改札口整備に伴い、新横浜駅行政サービスコーナーを下記の通り移転しました。 

① 移転先の行政サービスコーナーの開所日令和 3年 2月 12日（金）

② 移転場所について：下記案内図参照

（開所時間や休所日、取得が可能な証明書は移転後も変更ありません）

〇問合せ 港北区戸籍課（堀 雅史課長） ☎540-2250 
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８ 港北区マイナンバーカード新横浜臨時窓口を開設します（戸籍課より）

マイナンバーカードについては、マイナポイントの実施や、令和 3年 3月から予定さ

れる健康保険証としての活用、政府のカード普及政策などにより、今後ますます申請

が増えることが予想されます。そこで港北区役所の窓口に加え、新横浜駅から 

徒歩 5分の場所でも、カードが受け取れるよう、臨時窓口を開設しました。 

① 開設日 令和 3年 1月 25日（月） 

② 営業時間 月～金 8：45～17：00（祝・休日を除く）第 2・第 4土曜 9：00～正午

③ 業務内容 カードの交付（事前予約制）港北区にお住まいの方に限る。

なお、港北区役所窓口でもカードの交付を行います。（事前予約制） 

④ 開設場所 アーバス新横浜 2階（港北区新横浜 2-6-1）駐車場はありません。

〇問合せ 港北区戸籍課 ☎540-2250 

９ 新型コロナウイルス感染症 軽症者・無症状者等の宿泊療養施設について 

（神奈川県より） 

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の軽症・無症状の方に療養していただく 

宿泊療養施設を新横浜に設置しました。感染者が急増しているため、２月１日より 

新横浜国際ホテルを新たに宿泊療養施設として利用を開始しましたのでご報告いた

します。利用にあたりましては、安全対策に万全を期してまいります。 

ご理解いただけますよう何卒お願い申し上げます。 

① 宿泊療養施設 新横浜国際ホテル（港北区新横浜 3-18-1）

② 利用開始日  ２月１日（月） 

③ 安全対策  〇入所の際、県が用意した車を利用するため、外部との接触が 

なく、公共交通機関を利用して入所することもありません。 

 〇入所者には、外出や外部との面会は認めていません。 
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〇警備員の 24時間配置や監視カメラにより警備します。 

〇スタッフが療養エリアで作業する際には防護服を着用し、 

作業後、消毒をします。スタッフが消毒をせずに施設外に 

出ることはありません。 

 〇感染症の専門家の指導の下、万全の体制をとっています。 

感染症予防のため、住民説明会を開くことができませんが、 

専用ダイヤルをご用意いたしました。ご不安な点などござい 

ましたらご連絡ください。（ホテルへの問い合わせはご遠慮ください） 

〇宿泊療養施設に関する問い合わせ ☎045-285-0636 

10 資源集団回収について（環境事業推進部より） 

毎月ご協力いただいている資源集団回収の奨励金は 

令和 2 年 12月分は、５６，６１０円でした。入金された貴重な 

奨励金は、町内会のために利用させていただきます。 

今後も皆様のご協力をお願いいたします。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子 

11 よこはまくらしナビ “月次相談リポート”（消費生活総合センターより） 

貴金属買取・不用品回収サービスにご注意！！ 

突然訪問してきた事業者に貴金属買取・不用品回収を勧められた。 

買取金額以上の整理作業費用を請求され、高額な差額を支払うことになった。 

という相談が増えています！ 

事例：●買い取る、リサイクルする、回収する、 

整理する、引き取る、いろいろな 

セールストークで勧誘してきます。 

困ったときは相談を！お互いに一声かけて見守りを！ 

〇ホームページ http://www.yokohama-consumer.or.jp/ 

〇問合せ：消費生活相談 電話窓口 ☎845-6666  

  平日 9:00～18:00、土曜・日曜 9:00～16:45 

12 3月の常会と町内会館の利用について（町内会より）

3月の常会（組長会議）も、コロナ感染症の影響で開催することが出来ません。 

2月と同様に下記の時間にランダムに会館へお越しください。回覧資料をお渡しいた

しますので情報伝達をお願いします。下記のご都合の良い時間にご来館ください。 

① 日 時 令和 3年 3 月 13日（土）13：00～19：00

3 月 14日（日）・15 日（月）10：00～15：00 

② 場 所 大豆戸町内会館 1階 菊名七丁目 8-8 ☎718-6558 Fax718-6548

会館の利用につきましては、政府の緊急事態宣言発令中により 3月 7日まで中止とさ

せていただきます。3/7 日以降につきましては、2月末に判断をさせていただきます。 

大豆戸町内会 会長 𠮷田   亙 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎 克代 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486114257/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5Lmtpcnl1LmxnLmpwL19yZXMvcHJvamVjdHMvZGVmYXVsdF9wcm9qZWN0L19wYWdlXy8wMDEvMDAwLzg4Ni8wLjdjYS5naWY-/RS=%5eADBORBuuwMKgRS4IDZMHq5Ueqf8ZNU-;_ylt=A2RiohdR_JJYNUEA1T2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz



